
　空き家をそのまま放置しておくと、さまざまな問題につながります。
　建物の老朽化が進むことで、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすほか、屋根瓦や外壁などの劣
化によって落下・飛散事故が発生した場合には、所有者が損害賠償を問われることもあります。
　また、状態が著しく悪化した空き家は「特定空家等※」に認定され、市は指導や勧告などの
措置（空家等対策特別措置法に基づく対応）を行わざるを得ない場合もあります。
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空
き
家
と
は
、
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が
継
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し
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さ
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将
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予
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題
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り
ま
せ
ん
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し
か
し
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理

が
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ず
に
建
物
の
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と
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ま
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な
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き
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こ
す
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が
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り
ま
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本
来
「
財
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」
で
あ
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不
動
産
が
、
管
理
が
さ
れ
て
い
な
い
た

め
に
「
負
の
財
産
」
と
な
ら
な
い
よ
う

対
応
が
必
要
で
す
。
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る
家
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来
空
き
家
に
な
る
可
能
性
を

空き家放置のリスク
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　 どのような状態？

◦�著しく保安上危険となるおそれの
ある状態

◦�著しく衛生上有害となるおそれの
ある状態

◦�著しく景観を損なっている状態

◦�その他周辺の生活環境の保全を図
るために放置することが不適切で
ある状態

　 空き家を放置し続けると…

空き家の調査により所有者が判明した場合、適
切に管理するように助言や指導を行います。そ
れでも改善が見られない場合は勧告や命令を行
います。所有者が命令に従わなければ、最大
50万円以下の過料に処せられる場合がありま
す。また、住宅用地の特例措置が適用されなく
なり、税金の負担が増えることもあります。

隣地・道路への
樹木の越境
通行の妨げ

土台や柱の
腐食や亀裂
倒壊・崩落の危険

空き家の
管理責任は
所有者に
あるよ！

雑草の繁茂や
落ち葉の飛散
害虫・害獣の繁殖

窓ガラスの破損や
扉の損傷

不法侵入・不法滞在

屋根瓦や外壁の
劣化やズレ

落下・飛散事故の恐れ

ごみや可燃物の
放置・散乱

不法投棄・放火のリスク

※写真はイメージです。

考
え
た
と
き
に
、「
ど
う
し
よ
う
？
」

と
困
ら
な
い
た
め
に
、
今
か
ら
「
空
き

家
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

特定空家等※とは
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全国の空き家数および空き家率の推移（2003年～2023年） 

空
き
家
率
（
％
）

空
き
家
数
（
万
戸
）

引用：令和５年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）
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